
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信側の端末で、 通信の対象となるデータを分割し、当該分割したデータ
を複数の伝送路に振り分けて送信するとともに、受信側の端末で、前記複数の伝送路に振
り分けて送信されたデータを受信し、当該受信したデータを結合するデータ伝送方法であ
って、
　前記伝送路ごとの伝送実績に基づいて、当該伝送路ごとにデータの送受信を制御し、
　前記制御は、前記受信側の端末においては、

当該伝送路が異常であることを示す信号を前記送信側の端末に送信
させ、当該送信側の端末においては、当該異常であることを示す信号に基づいて、異常で
あると示された伝送路における データの送信を停止させ

前記受信側の端末においては、
伝送路におけるデータの送信を再開させることを示す信号

を前記送信側の端末に送信させ、 送信側の端末においては、再開させることを示す
信号に基づいて、 伝送路における データの送信

を再開させることを特徴とするデータ伝送方法。
【請求項２】
　前記伝送実績は、前記伝送路ごとの異常の発生頻度であることを特徴とする請求項１に
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マルチリンク

前記伝送実績に基づいて前記伝送路に異常
があると判定すると、

前記分割した ると共に、異常であ
ると示された前記伝送路を利用して所定パターンのデータを前記受信側の端末に送信させ
、
　 受信した前記所定パターンのデータが正常である場合に
は、異常であると示された前記

当該 前
記 異常であると示された前記 前記分割した



記載のデータ伝送方法。
【請求項３】
　前記伝送実績は、前記各伝送路間における伝送遅延差であることを特徴とする請求項１
に記載のデータ伝送方法。
【請求項４】
　第１のデータ伝送装置と第２のデータ伝送装置との間でデータを送受信するデータ伝送
システムであって、
　前記第１のデータ伝送装置は、
　 データを分割する分割手段と、
　前記分割手段により分割されたデータを複数の伝送路に振り分けて前記第２のデータ伝
送装置に送信する送信手段とを備え、
　前記第２のデータ伝送装置は、
　前記第１のデータ伝送装置から前記複数の伝送路に振り分けて送信されたデータを受信
する受信手段と、
　前記受信手段により受信されたデータを結合する結合手段と、
　前記結合されたデータに基づいて、前記伝送路ごとの伝送実績

判定手段と、
　前記判定手段による判定に基づいて、前記伝送路ごとにデータの送受信を制御する送受
信制御手段と、を備え、

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、データ伝送方法、データ伝送装置およびデータ伝送システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、テレビ電話等のリアルタイム映像通信方式として、ＩＴＵ－Ｔ（国際電気通信
連合－電気通信標準化部門）で標準化されたＨ .３２ｘシリーズが知られている。この方
式は、入力された複数のデータ、例えば映像データや音声データを、一つのデータに結合
して通信を行うものである。また、このＨ .３２ｘシリーズにおいては、様々な拡張モデ
ルが規定されており、そのうちの一つである H.324 AnnexHにおいては、複数の回線（チャ
ネル）を利用して一つのデータを伝送するマルチリンク通信について規定されている。こ
の H.324 AnnexHに関する技術は、例えば、非特許文献１に開示されている。
【０００３】
図９を参照して、 H.324 AnnexHを採用して映像・音声データの処理を行うための機能構成
を説明する。映像符号化部Ｊ１は、入力映像を MPEG4等の映像符号化方式を用いて符号化
する。音声符号化部Ｊ２は、入力音声を AMR等の音声符号化方式を用いて符号化する。通
信制御部Ｊ３は、 H.245で規定されたメッセージを用いて、通信機器同士の能力交換等の
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マルチリンク通信の対象となる

に基づいて前記伝送路に
異常があるか否かを判定する

　前記第２のデータ伝送装置の送受信制御手段は、前記判定手段によって前記伝送路に異
常があると判定されると、当該伝送路が異常であることを示す信号を前記第１のデータ伝
送装置に送信させ、
　前記第１のデータ伝送装置の送信手段は、前記異常であることを示す信号に基づいて、
異常であると示された前記伝送路における前記分割されたデータの送信を停止させると共
に、異常であると示された前記伝送路を利用して所定パターンのデータを前記第２のデー
タ伝送装置に送信させ、
　前記第２のデータ伝送装置の送受信制御手段は、受信した前記所定パターンのデータが
正常である場合には、異常であると示された前記伝送路におけるデータの送信を再開させ
ることを示す信号を前記第１のデータ伝送装置に送信させ、
　前記第１のデータ伝送装置の送信手段は、再開させることを示す前記信号に基づいて、
異常であると示された前記伝送路における前記分割されたデータの送信を再開させること
を特徴とするデータ伝送システム。



通信システムにおける制御を行う。多重化部Ｊ４は、 H223方式による多重化処理を採用し
、映像・音声データを１つの多重化データに変換するモバイルマルチリンク部Ｊ５は、変
換された多重化データに対して、 AnnexHによるマルチリンク処理を施し、多重化データを
複数に分割する。
【０００４】
次に、図１０を参照して、モバイルマルチリンク部Ｊ５におけるマルチリンク処理の手順
を説明する。まず、多重化データＤ１をＳＳ (Sampling Size)バイト単位に分割し、伝送
する回線用のバッファに順次振り分ける。ＳＳバイトのデータがＳＰＦ (Sample Per Fram
e)個たまった時点で、それらのデータに対して同期フラグＦ、ヘッダ情報Ｈおよびヘッダ
情報のＣＲＣ情報を付与してマルチリンクフレームＭＦを生成するとともに、このマルチ
リンクフレームＭＦを他の端末に伝送する。また、図１１に示すように、ヘッダ情報Ｈに
は、フルヘッダ情報Ｈ１と圧縮ヘッダ情報Ｈ２とがある。これらのヘッダ情報Ｈには、マ
ルチリンクフレームを伝送する回線の番号 (ＣＴ )、マルチリンク通信用の伝送回線として
使用される回線のうちＣＴ値の最も大きい回線により当該マルチリンクフレームが伝送さ
れることを示すフラグ（Ｌ）、マルチリンクフレームを伝送する順番を示す番号（ＳＮ）
、マルチリンクフレームの種類を示すフラグ（ＦＴ）が含まれる。また、フルヘッダ情報
Ｈ１には、さらに、ＳＳおよびＳＰＦの大きさが含まれる。
【０００５】
また、モバイルマルチリンク部Ｊ５において行われる分割したデータの復元処理の手順に
ついて説明する。まず、各回線ごとに同期フラグを検索し、同期フラグが検出された場合
には、その直後にあるヘッダ情報のＳＮとＬを参照する。このとき各回線のＳＮが同じで
あれば、そのマルチリンクフレームは同じタイミングで伝送されたデータであると判断で
きる。また、 Lのフラグが“ＯＮ”状態であれば、その回線が最終の回線であることがわ
かる。このようにして、各回線から伝送されたデータの同期をとり、各回線により分割し
て伝送された多重化データを元の多重化データに復元することができる。なお、ＳＮは０
から７までの値しか取れないため、伝送遅延の大きさによっては同期がとれないこともあ
る。このため、ＳＳやＳＰＦの値は通信環境や受信側のバッファサイズを考慮にいれて設
定される。また、元の多重化データに復元された後は、 H.223方式に従って、映像データ
、音声データおよび H.245の各データに分割され、それぞれ復号される。そして、復号さ
れた各データを同時に再生することにより、リアルタイムの映像通信が可能となる。
【０００６】
ところで、上述した H.324 AnnexHに基づいてマルチリンク通信を行っている際に、いずれ
かの回線で障害が発生した場合には、障害が発生した回線により伝送されたデータを正常
に受信することができなくなるため、受信側において結合される伝送データに誤りが生じ
てしまうという問題がある。また、いずれかの回線で障害が発生することにより、伝送遅
延が発生してしまい、受信側において結合される伝送データに誤りが生じてしまうという
問題もある。そこで、前者の問題に対しては、例えば、 H.324 AnnexHでは、ある回線から
受信したヘッダ情報に誤りがあることを発見した場合には、このヘッダ情報の替りに、正
常なヘッダ情報を有する他の回線から受信したヘッダ情報を利用することにより、複数の
回線から受信したデータ本体を結合している。これは、一般に、同じ時期に受信した各回
線のヘッダ情報は、ほぼ同じ内容になることを利用したものである。また、後者の問題に
対しては、受信バッファを大きくすることで、ある程度は伝送遅延による影響を解消する
ことができる。
【０００７】
【非特許文献１】
「 ITU-T Recommendation on CD-ROM」， Disc-2， T-REC-H.324-200011-I!AnnH!MSW-E.zip
， 2000年 11月（ zipファイル） 2000年 3月（ CD-ROM）
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、伝送データのデータ本体に誤りが発生した場合には、他のヘッダ情報を利
用して複数の回線から受信したデータを結合することはできても、結合した後のデータに
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は誤りが含まれてしまう。また、受信バッファを越える遅延が発生した場合には、本来結
合されるべきではないデータが結合されてしまい、データを正確に復号することができな
くなる。これらの事態が発生すると、高能率符号化されている映像・音声データが含まれ
ている伝送データの復号が不完全となり、再生映像や音声に障害が発生する。特に、ＭＰ
ＥＧ４などの映像符号化方式を用いた場合には、時間方向の予測を行っているため、不完
全な復号による誤りが予測により伝搬されてしまい映像への障害の影響が長期間にわたっ
て継続してしまう原因となる。したがって、マルチリンク通信の際に用いられるいずれか
の回線に障害が発生した場合には、通信における品質の低下を防止するために、障害が発
生した回線をマルチリンク通信の対象から除外する必要がある。
【０００８】
ところが、 H.324 AnnexHによるマルチリンク通信では、複数ある回線のうち、どの回線に
障害が発生したのかを判別することができないため、障害が発生した回線を除外するため
には、付加回線を全て切断して、複数の回線によるマルチリンク通信から単一の回線によ
る通信に変更しなければならなかった。このため、マルチリンク通信において回線に障害
が発生した場合には、通信における品質が急激に低下しやすいという問題があった。
【０００９】
そこで、本発明は、上述した課題を解決するために、回線に障害が発生した場合でも通信
における品質の低下を極力抑えることができる、データ伝送方法、データ伝送装置および
データ伝送システムを提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本発明のデータ伝送方法は、送信側の端末で、 対象となるデータを
分割し、当該分割したデータを複数の伝送路に振り分けて送信するとともに、受信側の端
末で、前記複数の伝送路に振り分けて送信されたデータを受信し、当該受信したデータを
結合するデータ伝送方法であって、伝送路ごとの伝送実績に基づいて、当該伝送路ごとに
データの送受信を制御し、その

【００１２】
　さらに、本発明のデータ伝送システムは、第１のデータ伝送装置と第２のデータ伝送装
置との間でデータを送受信するデータ伝送システムであって、第１のデータ伝送装置は、

データを分割する分割手段と、分割手段により分割された
データを複数の伝送路に振り分け ２のデータ伝送装置に送信する送信手段とを備え、
第２のデータ伝送装置は、第１のデータ伝送装置から複数の伝送路に振り分けて送信され
たデータを受信する受信手段と、受信手段により受信されたデータを結合する結合手段と
、結合されたデータに基づいて、伝送路ごとの伝送実績

判定手段と、判定手段による判定に基づいて、伝送路ごとにデータの
送受信を制御する送受信制御手段とを備え
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マルチリンク通信の

制御は、受信側の端末においては、伝送実績に基づいて伝
送路に異常があると判定すると、当該伝送路が異常であることを示す信号を送信側の端末
に送信させ、当該送信側の端末においては、当該異常であることを示す信号に基づいて、
異常であると示された伝送路における分割したデータの送信を停止させると共に、異常で
あると示された伝送路を利用して所定パターンのデータを受信側の端末に送信させ、受信
側の端末においては、受信した所定パターンのデータが正常である場合には、異常である
と示された伝送路におけるデータの送信を再開させることを示す信号を送信側の端末に送
信させ、送信側の端末においては、当該再開させることを示す信号に基づいて、異常であ
ると示された伝送路における分割したデータの送信を再開させることを特徴とする。

マルチリンク通信の対象となる
て第

に基づいて前記伝送路に異常があ
るか否かを判定する

、第２のデータ伝送装置の送受信制御手段は、
判定手段によって伝送路に異常があると判定されると、当該伝送路が異常であることを示
す信号を前記第１のデータ伝送装置に送信させ、第１のデータ伝送装置の送信手段は、異
常であることを示す信号に基づいて、異常であると示された伝送路における分割されたデ
ータの送信を停止させると共に、異常であると示された伝送路を利用して所定パターンの
データを第２のデータ伝送装置に送信させ、第２のデータ伝送装置の送受信制御手段は、
受信した所定パターンのデータが正常である場合には、異常であると示された伝送路にお



【００１３】
　これらの発明によれば、伝送路ごとの伝送実績に基づいて、当該伝送路ごとにデータの
送受信を制御することができるため、例えば、いずれかの伝送路に障害が発生した場合で
も当該伝送路以外の伝送路では データの送受信を継続して
行うことができ、通信における品質の低下を極力抑えることができる。

【００２０】
本発明のデータ伝送方法において、伝送実績は、伝送路ごとの異常の発生頻度、あるいは
各伝送路間における伝送遅延差であることが好ましい。
【００２１】
このようにすれば、伝送路ごとの異常の発生頻度、あるいは各伝送路間における伝送遅延
差に基づいて、当該伝送路ごとにデータの送受信を制御することができる。したがって、
いずれかの伝送路に異常が発生した場合でも当該伝送路以外の伝送路ではデータの送受信
を継続して行うことができる。また、いずれかの伝送路に遅延が発生した場合でも当該伝
送路における遅延を解消させることができる。
【００３０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係る装置の各実施形態を図面に基づき説明する。なお、各図において、同
一要素には同一符号を付して重複する説明を省略する。
【００３１】
[第１実施形態 ]
まず、本発明の第１実施形態について説明する。図１は、第１実施形態におけるデータ伝
送装置１の機能構成を例示する図である。図１に示すように、データ伝送装置１は、デー
タ入出力部１１と、多重部１２Ａと、分離部１２Ｂと、マルチリンクフレーム構成部１３
Ａと、マルチリンクフレーム復号部１３Ｂと、判定部１４と、回線入出力部１５とを有す
る。このようなデータ伝送装置１としては、例えば、テレビ会議システムやテレビ電話シ
ステム等に用いられるマルチメディア通信用端末がある。また、第１実施形態におけるデ
ータ伝送装置１は、 ITU-Tにおいて標準化された H.324 AnnexHを採用している。
【００３２】
データ入出力部１１は、映像符号化部１１Ａａと、映像復号部１１Ａｂと、音声符号化部
１１Ｂａと、音声復号部１１Ｂｂと、通信制御部１１Ｃとを有している。映像符号化部１
１Ａａは、映像符号化方式として ITU-Tの H.263または ISO/IECの MPEG（ Moving a Picture 
Experts Group） -4を採用しており、データ伝送装置１に入力された映像データを MPEG-4
により符号化する。映像復号部１１Ａｂは、映像符号化方式として ITU-Tの H.263または、
ISO/IECの MPEG-4を採用しており、データ伝送装置１から出力される映像データを MPEG-4 
により復号化する。音声符号化部１１Ｂａは、音声符号化方式として ITU-Tの G.723.１ま
たは AMR（ Adaptive Multi-Rate）を採用しており、データ伝送装置１に入力された音声デ
ータを AMRにより符号化する。音声復号部１１Ｂｂは、音声符号化方式として ITU-Tの G.72
3.１または AMRを採用しており、データ伝送装置１から出力される音声データを AMRにより
復号化する。このように復号化された映像データおよび音声データを同時に再生すること
により，リアルタイムの映像通信が可能となる。
【００３３】
通信制御部１１Ｃは、メッセージ生成部１１ＣＡと、メッセージ認識部１１ＣＢと、Ｈ２
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けるデータの送信を再開させることを示す信号を前記第１のデータ伝送装置に送信させ、
第１のデータ伝送装置の送信手段は、再開させることを示す信号に基づいて、異常である
と示された伝送路における分割されたデータの送信を再開させることを特徴とする。

マルチリンク通信の対象となる
さらに、異常であ

ることが判明した伝送路におけるデータの送信が停止させられるため、いずれかの伝送路
に異常が発生した場合でも当該伝送路以外の伝送路ではデータの送受信を継続して行うこ
とができる。さらに、異常であると判断された伝送路を介して受信される所定パターンの
データが正常であれば、一旦停止された伝送路におけるデータの送信が再開されるため、
一部の伝送路を停止したことによる通信能力の低下を回復させることができる。



４５処理部１１ＣＣと、ＳＲＰ処理部１１ＣＤとを有している。メッセージ生成部１１Ｃ
Ａは、“ Stop-Channel”メッセージ、“ Restart-Channel”メッセージ、“ Delay-Channel
”メッセージ等の各種のメッセージ（信号）を生成する。ここで、“ Stop-Channel”メッ
セージには、回線（チャネル；伝送路）が異常であることを示すコードと、異常が判明し
た回線の回線番号（ＣＴ）とが含まれる。“ Restart-Channel”メッセージには、回線が
回復したことを示すコードと、回復が判明した回線の回線番号（ＣＴ）とが含まれる。“
Delay-Channel”メッセージには、特定の回線が遅延していることを示すコードと、遅延
が判明した回線の回線番号（ＣＴ）と、遅延量とが含まれる。
【００３４】
メッセージ認識部１１ＣＢは、他のデータ伝送装置から受信したデータの中に“ Stop-Cha
nnel”メッセージ、“ Restart-Channel”メッセージ、“ Delay-Channel”メッセージ等が
含まれていることを認識した場合に、当該メッセージに含まれる回線番号等を回線入出力
部１５に通知する。
【００３５】
Ｈ２４５処理部１１ＣＣは、 ITU-Tの H.245を採用しており、例えば、回線の割り当て処理
やメッセージの交換処理等、他のデータ伝送装置１との間で行われるマルチメディア通信
に関する各種の処理を行う。ＳＲＰ処理部１１ＣＤは、 ITU-Tの H.324で規定されている再
送手順プロトコルである SRP（ Simple Retransmission Protocol）を採用しており、 NSRP
（ Numbered SRP）や CCSRL（ Control Channel Segmentation and Reassembly Layer）手順
を用いて伝送エラー時におけるデータの再送処理を行う。
【００３６】
多重部１２Ａは、 ITU-Tの H.223（ H.223 AnnexA， H.223 AnnexBでもよい）を採用しており
、データ入出力部１１において符号化された映像データや音声データ等を一つのデータに
多重化して多重化データを生成するとともに、生成した多重化データをマルチリンクフレ
ーム構成部１３Ａに送信する。また、分離部１２Ｂは、 ITU-Tの H.223（ H.223 AnnexA， H.
223 AnnexBでもよい）を採用しており、マルチリンクフレーム復号部１３Ｂにおいて結合
された多重化データを映像データや音声データ等に分離するとともに、分離した映像デー
タや音声データ等をデータ入出力部１１に送信する。
【００３７】
マルチリンクフレーム構成部１３Ａは、 ITU-Tの H.324 AnnexHを採用しており、多重部１
２Ａにおいて多重化された多重化データを、マルチリンク通信により通信可能な回線の数
に応じて分割する（分割処理）。また、マルチリンクフレーム復号部１３Ｂは、複数の回
線を介して他のデータ伝送装置から受信したデータを１つのデータに結合して多重化デー
タを復元する（結合処理）。この分割処理および結合処理の詳細については後述する。
【００３８】
判定部１４は、他のデータ伝送装置から受信したマルチリンクフレームに含まれるヘッダ
情報に基づいて各回線に異常があるか否かを判定する。具体的に説明すると、例えば、他
のマルチリンクフレームのヘッダ情報と比較してヘッダ情報に誤りがあると判断される頻
度や、ヘッダ情報のＣＲＣ情報に含まれる異常を示すデータの発生頻度等の伝送実績に基
づいて、各回線に異常があるか否かを判定する。また、判定部１４は、他のデータ伝送装
置から受信した各回線のマルチリンクフレームに基づいて、各回線に伝送遅延が発生した
か否かを判定する。具体的に説明すると、例えば、各回線ごとにマルチリンクフレームが
受信された時間により判明する各回線間における伝送遅延差等の伝送実績に基づいて、各
回線に伝送遅延が発生したか否かを判定する。
【００３９】
回線入出力部１５は、特定の回線を、マルチリンク通信の対象となる回線から除外する制
御や、当該回線に付加する制御を行う。また、回線入出力部１５は、遅延している回線か
ら送信するデータを他の回線よりも遅延量分だけ早めに送信するように制御する。なお、
遅延している回線以外から送信するデータを遅延している回線よりも遅延量分だけ遅らせ
て送信するように制御してもよい。
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【００４０】
なお、データ伝送装置１の機能構成は、図１に示した構成に限られない。例えば、データ
伝送送信装置として、映像符号化部１１Ａａと、音声符号化部１１Ｂａと、通信制御部１
１Ｃと、多重部１２Ａと、マルチリンクフレーム構成部１３Ａと、判定部１４と、回線入
出力部１５とを有することとしてもよい。また、データ伝送受信装置として、映像復号部
１１Ａｂと、音声復号部１１Ｂｂと、通信制御部１１Ｃと、分離部１２Ｂと、マルチリン
クフレーム復号部１３Ｂと、判定部１４と、回線入出力部１５とを有することとしてもよ
い。
【００４１】
次に、図２を参照して上述したマルチリンク部１３の分割処理について説明する。まず、
マルチリンクフレーム構成部１３Ａは、多重部１２Ａにおいて多重化されたデータＤ１を
ＳＳ（ Sampling Size）バイト単位に分割する。次に、マルチリンクフレーム構成部１３
Ａは、ＳＳ（ Sampling Size）バイト単位に分割したデータを、複数の伝送回線ＣＨ１～
ＣＨｎ（ｎは８以下の正の整数）に順次振り分ける。マルチリンクフレーム構成部１３Ａ
は、各伝送回線ＣＨ１～ＣＨｎに振り分けたＳＳバイトのデータが、ＳＰＦ（ Sample Per
 Frame）個になった時点で、当該伝送回線に振り分けたＳＰＦ個のデータ（ＳＳバイト）
を一組（以下、ペイロードＰＬという。）にする。そして、マルチリンクフレーム構成部
１３Ａは、当該ペイロードＰＬに対応する同期フラグＦやヘッダ情報Ｈを付与して、一つ
のマルチリンクフレームＭＦを生成する。つまり、マルチリンクフレームＭＦには、同期
フラグＦ、ヘッダ情報Ｈ、およびＳＳバイト×ＳＰＦ個からなるペイロードＰＬが含まれ
る。マルチリンクフレーム構成部１３Ａは、生成したマルチリンクフレームＭＦを、当該
マルチリンクフレームＭＦに対応する伝送回線を介して他のデータ伝送装置に対して送信
する。このような分割処理を行うことにより、 1つの多重化データを複数の回線に分割し
て伝送することが可能になる。
【００４２】
ここで、図３にヘッダ情報の概念図を例示し、この図を参照してヘッダ情報について説明
する。ヘッダ情報Ｈには、フルヘッダ情報Ｈ１と圧縮ヘッダ情報Ｈ２とがある。フルヘッ
ダ情報Ｈ１の１バイト目には、当該フルヘッダ情報Ｈ１を含むマルチリンクフレームＭＦ
を伝送する回線の番号（ＣＴ： Channel Tag）と、当該マルチリンクフレームＭＦを伝送
する順番を示す番号（ＳＮ： Serial Number）と、マルチリンク通信用の伝送回線として
使用される回線のうち上記ＣＴ値の最も大きい回線により当該マルチリンクフレームＭＦ
が伝送されることを示すフラグ（Ｌ： Last）と、当該マルチリンクフレームＭＦの種類を
示すフラグ（ＦＴ： Frame Type）とが記憶される。マルチリンクフレームＭＦの種類とし
ては、制御データ用のマルチリンクフレームＭＦと、映像・音声等の一般データ用のマル
チリンクフレームＭＦとがある。フルヘッダ情報Ｈ１の２バイト目には、マルチリンクフ
レームＭＦに格納される分割データの１個分の大きさを示すＳＳ（バイト数）が記憶され
る。フルヘッダ情報Ｈ１の３バイト目には、一のマルチリンクフレームＭＦに格納される
分割データの個数を示すＳＰＦ（個数）が記憶される。フルヘッダ情報Ｈ１の４～５バイ
ト目には、ヘッダ情報Ｈが正常に伝送されたか否かを示すＣＲＣ（ Cyclic Redundancy Ch
eck）情報が記憶される。一方、圧縮ヘッダ情報Ｈ２の１バイト目には、上述したＣＴ、
ＳＮ、ＬおよびＦＴが記憶され、２バイト目には、ＣＲＣ情報が記憶される。なお、圧縮
ヘッダ情報Ｈ２に含まれていないＳＳおよびＳＰＦに関しては、前のマルチリンクフレー
ムＭＦに含まれるＳＳおよびＳＰＦを用いることになる。前のマルチリンクフレームＭＦ
とＳＳおよびＳＰＦが同じである場合には、ＳＳおよびＳＰＦを省略した圧縮ヘッダ情報
Ｈ２を用いることによりデータの縮減を図ることが可能となる。また、マルチリンクフレ
ームＭＦの同期フラグには、ヘッダ情報Ｈがフルヘッダ情報Ｈ１または圧縮ヘッダ情報Ｈ
２のいずれかであることを示す２種類のフラグがある。
【００４３】
次に、図４を参照して上述したマルチリンクフレーム復号部１３Ｂの結合処理について説
明する。なお、説明を簡略化するために、マルチリンク通信を、２つの回線ＣＨ１，ＣＨ
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２で行う場合について説明する。また、図４に示す各マルチリンクフレームＭＦには、マ
ルチリンクフレームＭＦが伝送された順番を示す番号（ＳＮ）が便宜的に表示されており
、ＳＮとして０～７までの数字が割り振られている。また、回線ＣＨ１のＬは、 OFF状態
となり、回線ＣＨ２のＬは、 ON状態となる。これは、回線ＣＨ１の回線番号（ＣＴ）が“
１”であり、回線ＣＨ２の回線番号（ＣＴ）が“２”であるため、ＣＴの値が最も大きい
回線となる回線ＣＨ２のＬが ON状態に設定されるためである。
【００４４】
まず、受信側ＪＧのデータ伝送装置１のマルチリンクフレーム復号部１３Ｂは、回線ＣＨ
１，ＣＨ２ごとに同期フラグＦを検索する。次に、マルチリンクフレーム復号部１３Ｂが
、回線ＣＨ１，ＣＨ２ごとに同期フラグＦを検出した場合に、検出した同期フラグＦの直
後に続くヘッダ情報Ｈに含まれるＳＮとＬを参照する。マルチリンクフレーム復号部１３
Ｂは、ヘッダ情報Ｈに含まれるＳＮとＬを参照した結果、回線ＣＨ１と回線ＣＨ２のＳＮ
が同一となるマルチリンクフレームＭＦ同士を、送信側ＳＧのデータ伝送装置１から同じ
タイミングで送信されたマルチリンクフレームＭＦであると判断する。具体的に説明する
と、図４に示すように伝送回線ＣＨ１と伝送回線ＣＨ２との間に遅延差（Ｄ２－Ｄ１）が
発生している場合に、受信側ＪＧのデータ伝送装置１のマルチリンクフレーム復号部１３
Ｂは、伝送開始からＤ１ [msec]後に回線ＣＨ１でＳＮが“０”であるマルチリンクフレー
ムＭＦの同期フラグＦを検出し、伝送開始からＤ２ [msec]後に回線ＣＨ２でＳＮが“０”
であるマルチリンクフレームＭＦの同期フラグＦを検出する。この場合に、マルチリンク
フレーム復号部１３Ｂは、これらのマルチリンクフレームＭＦ同士を送信側ＳＧのデータ
伝送装置１から同じタイミングで送信されたマルチリンクフレームＭＦであると判断する
。また、受信側ＪＧのデータ伝送装置のマルチリンクフレーム復号部１３Ｂは、 Lが ON状
態である回線が、マルチリンク通信用の伝送回線として使用される回線のうちＣＴ値の最
も大きい回線、すなわちマルチリンク通信用の最後の伝送回線であると判断する。このよ
うに、各回線ＣＨ１，ＣＨ２のマルチリンクフレームＭＦの同期を取ることにより、各回
線ＣＨ１，ＣＨ２から受信したデータを一の多重化データに結合することができる。すな
わち、同期の取れた各マルチリンクフレームＭＦに含まれる分割データを、回線番号（Ｃ
Ｔ）の順番にしたがって、ＳＳバイトずつ交互に結合していくことにより、各回線ＣＨ１
，ＣＨ２から受信したデータを一の多重化データに結合することができる。これにより、
送信側ＳＧのデータ伝送装置において分割された多重化データを元の多重化データに復元
することができる。なお、本実施形態におけるＳＮは、図３に示すように３ビット分の領
域が割り当てられているため、０から７までの８つの番号だけでマルチリンクフレームＭ
Ｆを識別することとなる。したがって、８つの番号だけでは対応できなくなる程の伝送遅
延が生じた場合には、各回線ＣＨ１，ＣＨ２のマルチリンクフレームＭＦの同期がとれな
くなる。それゆえに、ＳＳおよびＳＰＦの値は、通信環境や受信側のバッファサイズを考
慮して設定することが望ましい。
【００４５】
次に、図５および図６を参照して第１実施形態におけるデータ伝送装置の動作を説明する
。まず、受信側のデータ伝送装置において回線異常が判明した場合の動作について図５を
参照して説明する。なお、ここで説明する動作は、送信側のデータ伝送装置と、受信側の
データ伝送装置との間で、マルチリンク通信用に割り当てられた複数の回線を利用して映
像データや音声データ等の送受信が行われている際に、受信側のデータ伝送装置において
回線異常が判明した場合に、それぞれの端末間において行われる動作である。
【００４６】
まず、送信側のデータ伝送装置は、マルチリンク通信用に割り当てられた複数の回線を利
用して、映像データおよび音声データ等を含むマルチリンクフレームＭＦを受信側のデー
タ伝送装置に送信する（ステップＳ１）。
【００４７】
次に、受信側のデータ伝送装置の判定部１４は、送信側のデータ伝送装置から受信したマ
ルチリンクフレームＭＦに含まれるヘッダ情報ＨのＣＲＣ情報を参照して、回線に異常が
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あるか否かを判定する。この判定の結果、回線に異常があると判定された場合（ステップ
Ｓ２）に、メッセージ生成部１１ＣＡは、“ Stop-Channel”メッセージ（信号）を生成す
る。この“ Stop-Channel”メッセージには、回線が異常であることを示すコードと、異常
が判明した回線の回線番号（ＣＴ）とが含まれる。そして、メッセージ生成部１１ＣＡは
、生成した“ Stop-Channel”メッセージを送信側のデータ伝送装置宛に送信させる（ステ
ップＳ３）。
【００４８】
次に、送信側のデータ伝送装置のメッセージ認識部１１ＣＢは、受信側のデータ伝送装置
から受信したデータの中に“ Stop-Channel”メッセージが含まれていることを認識した場
合には、当該メッセージに含まれる回線番号を回線入出力部１５に通知する。そして、回
線入出力部１５は、通知された回線番号に対応する回線をマルチリンク通信の対象から除
外する（ステップＳ４）。
【００４９】
次に、送信側のデータ伝送装置のマルチリンクフレーム構成部１３Ａは、現時点において
マルチリンク通信用に割り当てられている複数の回線を利用して、映像データや音声デー
タ等を受信側のデータ伝送装置に送信する。これと並行してマルチリンクフレーム構成部
１３Ａは、 H.324 AnnexHで定義されている StuffingModeにより、回線入出力部１５により
除外された回線を利用して所定パターンのデータを受信側のデータ伝送装置に送信し続け
る（ステップＳ５）。ここで、 StuffingModeとは、例えば、通信を行う端末間で各端末の
能力に関する情報を交換する際に用いられる所定パターンのデータであるが、このデータ
自体は何の意味も示さないデータである。
【００５０】
次に、受信側のデータ伝送装置のメッセージ認識部１１ＣＢは、送信側のデータ伝送装置
から受信したデータの中に StuffingModeにおける所定パターンのデータが含まれているこ
とを認識した場合には、その旨を示す信号および当該データを伝送した回線番号を回線入
出力部１５に通知する。そして、回線入出力部１５は、通知された回線番号に対応する回
線をマルチリンク通信の対象から除外する（ステップＳ６）。次に、受信側のデータ伝送
装置の判定部１４は、マルチリンク通信の対象から除外された回線を介して受信される所
定パターンのデータに誤りがあるか否かを判定する。この判定の結果、所定パターンのデ
ータが正常であると判定された場合（ステップＳ７）に、メッセージ生成部１１ＣＡは、
“ Restart-Channel”メッセージを生成する。この“ Restart-Channel”メッセージには、
回線が回復したことを示すコードと、回復が判明した回線の回線番号（ＣＴ）とが含まれ
る。そして、メッセージ生成部１１ＣＡは、生成した“ Restart-Channel”メッセージを
送信側のデータ伝送装置宛に送信させる（ステップＳ８）。なお、受信側のデータ伝送装
置の判定部１４は、マルチリンク通信の対象から除外した回線を介して受信される所定パ
ターンのデータに誤りがなくなるまでは、上記判定を繰り返すことになる。
【００５１】
次に、送信側のデータ伝送装置のメッセージ認識部１１ＣＢは、受信側のデータ伝送装置
から受信したデータの中に“ Restart-Channel”メッセージが含まれていることを認識し
た場合には、当該メッセージに含まれる回線番号を回線入出力部１５に通知する。そして
、回線入出力部１５は、通知された回線番号に対応する回線をマルチリンク通信の対象に
付加する（ステップＳ９）。次に、送信側のデータ伝送装置のマルチリンクフレーム構成
部１３Ａは、現時点においてマルチリンク通信用に割り当てられている複数の回線を利用
して、映像データや音声データ等を受信側のデータ伝送装置に送信する（ステップＳ１０
）。
【００５２】
次に、受信側のデータ伝送装置のメッセージ認識部１１ＣＢは、 StuffingModeにおける所
定パターンのデータが受信されなくなったことを認識した場合には、その旨を示す信号お
よび当該データを伝送していた回線番号を回線入出力部１５に通知する。そして、回線入
出力部１５は、通知された回線番号に対応する回線をマルチリンク通信の対象に付加する
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（ステップＳ１１）。
【００５３】
なお、ステップＳ３においては、回線に異常があると判定した受信側のデータ伝送装置が
“ Stop-Channel”メッセージを送信しているが、回線に異常がある場合の動作はこれに限
られない。例えば、ある回線に異常があると判定した受信側のデータ伝送装置が、異常で
あると判定した回線から StuffingModeにおける所定パターンのデータを送信することとし
てもよい。これにより、当該データを受信した送信側のデータ伝送装置は、当該データを
伝送した回線に異常があることを認識することができる。
【００５４】
以上のように、回線ごとに異常の有無が判定され、この判定結果にしたがって、異常が判
明した回線をマルチリンク通信の対象から除外することができるため、いずれかの回線に
異常が発生した場合でも当該回線以外の回線ではマルチリンク通信を継続して行うことが
でき、通信における品質の低下を極力抑えることができる。また、除外した回線から異常
が解消した場合には、当該回線がマルチリンク通信の対象に付加されるため、一部の回線
を除外したことによる通信能力の低下を回復させることができる。
【００５５】
次に、受信側のデータ伝送装置において各回線ごとに受信しているデータ間に遅延が発生
した場合の動作について図６を参照して説明する。なお、ここで説明する動作は、送信側
のデータ伝送装置と、受信側のデータ伝送装置との間で、マルチリンク通信用に割り当て
られた複数の回線を利用して映像データや音声データ等の送受信が行われている際に、受
信側のデータ伝送装置において受信しているデータ間に遅延が発生した場合に、それぞれ
の端末間において行われる動作である。
【００５６】
まず、送信側のデータ伝送装置は、マルチリンク通信用に割り当てられた複数の回線を利
用して、映像データおよび音声データ等を含むマルチリンクフレームＭＦを受信側のデー
タ伝送装置に送信する（ステップＳ２１）。
【００５７】
次に、受信側のデータ伝送装置の判定部１４は、送信側のデータ伝送装置から受信した各
回線のマルチリンクフレームＭＦに基づいて、各回線に伝送遅延が発生したか否かを判定
する。この判定の結果、ある回線に伝送遅延が発生したと判定された場合（ステップＳ２
２）に、メッセージ生成部１１ＣＡは、“ Delay-Channel”メッセージを生成する。この
“ Delay-Channel”メッセージには、特定の回線が遅延していることを示すコードと、遅
延が判明した回線の回線番号（ＣＴ）と、遅延量とが含まれる。そして、メッセージ生成
部１１ＣＡは、生成した“ Delay-Channel”メッセージを送信側のデータ伝送装置宛に送
信させる（ステップＳ２３）。
【００５８】
次に、送信側のデータ伝送装置のメッセージ認識部１１ＣＢは、受信側のデータ伝送装置
から受信したデータの中に“ Delay-Channel”メッセージが含まれていることを認識した
場合には、当該メッセージに含まれる回線番号および遅延量を回線入出力部１５に通知す
る。回線入出力部１５は、通知された回線番号に対応する回線をマルチリンク通信の対象
から除外する（ステップＳ２４）。そして、マルチリンクフレーム構成部１３Ａは、 Stuf
fingModeにより、回線入出力部１５により除外された回線を利用して所定パターンのデー
タを受信側のデータ伝送装置に送信する（ステップＳ２５）。これと並行して回線入出力
部１５は、通知された回線番号に対応する回線から送信されるデータが、他の回線から送
信されるデータよりも遅延量分だけ早めに送信されるように送信バッファの設定を制御す
るとともに、当該通知された回線番号に対応する回線をマルチリンク通信の対象に付加す
る（ステップＳ２６）次に、送信側のデータ伝送装置のマルチリンクフレーム構成部１３
Ａは、マルチリンク通信用に割り当てられている複数の回線を利用し、回線入出力部１５
による遅延制御を反映させて映像データや音声データ等を受信側のデータ伝送装置に送信
する（ステップＳ２７）。
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【００５９】
次に、送信側のデータ伝送装置のマルチリンクフレーム構成部１３Ａは、現時点において
マルチリンク通信用に割り当てられている複数の回線を利用して、映像データや音声デー
タ等を受信側のデータ伝送装置に送信する。これと並行してマルチリンクフレーム構成部
１３Ａは、 H.324 AnnexHで定義されている StuffingModeにより、回線入出力部１５により
除外された回線を利用して所定パターンのデータを受信側のデータ伝送装置に送信し続け
る（ステップＳ５）。
【００６０】
以上のように、回線ごとに遅延の有無が判定され、この判定結果にしたがって、遅延が判
明した回線に対して遅延制御を行うことにより当該回線における遅延を解消させることが
できるため、通信における品質の低下を極力抑えることができる。
【００６１】
[変形例 ]
なお、上述した第１実施形態では、回線に異常が判明した場合に、異常が判明した回線に
おいて StuffingModeにおける所定パターンのデータを送信しているが、異常が判明した回
線に対応する方法はこれに限られない。例えば、異常が判明した回線を切断することとし
てもよい。図７を参照して、異常が判明した回線を切断する際に行われる切断処理の動作
について説明する。
【００６２】
まず、送信側のデータ伝送装置は、マルチリンク通信用に割り当てられた複数の回線を利
用して、映像データおよび音声データ等を含むマルチリンクフレームＭＦを受信側のデー
タ伝送装置に送信する（ステップＳ３１）。
【００６３】
次に、受信側のデータ伝送装置の判定部１４は、送信側のデータ伝送装置から受信したマ
ルチリンクフレームＭＦに含まれるヘッダ情報ＨのＣＲＣ情報を参照して、回線に異常が
あるか否かを判定する。この判定の結果、回線に異常があると判定された場合（ステップ
Ｓ３２）に、回線入出力部１５は、異常が判明した回線を切断する（ステップＳ３３）。
次に、受信側のデータ伝送装置のマルチリンクフレーム構成部１３Ａは、現時点において
マルチリンク通信用に割り当てられている複数の回線を利用して、映像データや音声デー
タ等を送信側のデータ伝送装置に送信する（ステップＳ３４）。
【００６４】
次に、送信側のデータ伝送装置の回線入出力部１５は、受信側のデータ伝送装置において
回線が切断されたことを検知する（ステップＳ３５）と、当該回線以外のマルチリンク通
信用の回線を利用して、映像データや音声データ等を受信側のデータ伝送装置に送信する
（ステップＳ３６）。
【００６５】
次に、受信側のデータ伝送装置の回線入出力部１５は、切断した回線を再接続するととも
に、当該回線に異常がなければマルチリンク通信の対象に付加する（ステップＳ３７）。
なお、再接続した回線の状態を判定する方法は、上述した図５のステップＳ７において行
われる StuffingModeにおける所定パターンのデータに誤りがあるか否かの判定により行え
ばよい。また、再接続をする処理は、回線を切断した後に直ちに開始するのが望ましい。
マルチリンク通信においては、複数の回線を利用することにより通信能力を向上させてい
るため、一部の回線を切断することによる通信能力の低下を極力防止する必要がある。し
たがって、一部の回線を切断した場合には、切断後直ちに再接続処理を開始することによ
り、通信能力が低下する期間を極力短縮することが可能となる。
【００６６】
次に、受信側のデータ伝送装置のマルチリンクフレーム構成部１３Ａは、現時点において
マルチリンク通信用に割り当てられている複数の回線を利用して、映像データや音声デー
タ等を送信側のデータ伝送装置に送信する（ステップＳ３８）。これにより、送信側のデ
ータ伝送装置では、切断された回線の回復を検知することができ（ステップＳ３９）、送
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信側のデータ伝送装置と、受信側のデータ伝送装置との間で、マルチリンク通信用に割り
当てられた全ての回線を利用して映像データや音声データ等の送受信が行われる（ステッ
プＳ４０）。
【００６７】
また、上述した図５のステップＳ７において、所定の時間経過しても、送信側のデータ伝
送装置から受信した所定パターンのデータに誤りがあると判定された場合には、上述した
切断処理（図７参照）を行うこととしてもよい。
【００６８】
以上のように、回線ごとに異常の有無が判定され、この判定結果にしたがって、異常が判
明した回線を切断することができるため、いずれかの回線に異常が発生した場合でも当該
回線以外の回線ではマルチリンク通信を継続して行うことができ、通信における品質の低
下を極力抑えることができる。また、切断した回線で異常が解消した場合には、当該回線
がマルチリンク通信の対象に付加されるため、一部の回線を切断したことによる通信能力
の低下を回復させることができる。
【００６９】
[第２実施形態 ]
次に、本発明の第２実施形態について説明する。まず、第２実施形態におけるデータ伝送
装置の機能構成は、第１実施形態におけるデータ伝送装置の機能構成（図１参照）と同様
であるので、各構成要素には同一の符合を付しその説明は省略すると共に、以下において
第１実施形態との相違点について詳述する。
【００７０】
第２実施形態におけるデータ伝送装置が、第１実施形態におけるデータ伝送装置と異なる
点は、第１実施形態におけるデータ伝送装置では、ある回線に異常が発生した場合に当該
回線をマルチ通信の対象から除外するのに対して、第２実施形態におけるデータ伝送装置
では、回線異常の有無にかかわらず所定の回線をマルチ通信の対象から除外して当該回線
が異常であるか否かの検査を行う点である。
【００７１】
以下において、第２実施形態におけるデータ伝送装置１として特有の機能を有するメッセ
ージ生成部１１ＣＡ、メッセージ認識部１１ＣＢおよび回線入出力部１５の機能について
説明する。
【００７２】
メッセージ生成部１１ＣＡは、第１実施形態における各種のメッセージに加えて“ Check-
Channel”メッセージ、“ Next-Channel”メッセージを生成する。ここで、“ Check-Chann
el”メッセージには、回線の検査を開始させることを示すコードが含まれ、“ Next-Chann
el”メッセージには、次の回線の検査を開始させることを示すコードが含まれる。
【００７３】
メッセージ認識部１１ＣＢは、第１実施形態における機能に加えて、“ Check-Channel”
メッセージや“ Next-Channel”メッセージを受信した場合に、回線検査の対象となる回線
の回線番号を回線入出力部１５に通知する。ここで、回線検査の対象となる回線は、単一
の回線であっても複数の回線であってもよい。また、回線検査の対象となる回線は回線番
号順に割り当てることが望ましい。回線番号順に割り当てることにすれば、次に回線検査
をする回線の回線番号を上記メッセージに含ませることなく検査対象を制御することがで
きるからである。
【００７４】
回線入出力部１５は、第１実施形態における機能に加えて、検査対象となる回線を、マル
チリンク通信の対象となる回線から除外する制御や、当該回線に付加する制御を行う。
【００７５】
次に、図８を参照して第２実施形態におけるデータ伝送装置の動作を説明する。なお、こ
こで説明する動作は、送信側のデータ伝送装置と、受信側のデータ伝送装置との間で、マ
ルチリンク通信用に割り当てられた複数の回線を利用して映像データや音声データ等の送
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受信が行われている際に、それぞれの端末間において行われる動作である。
【００７６】
まず、送信側のデータ伝送装置は、マルチリンク通信用に割り当てられた複数の回線を利
用して、映像データおよび音声データ等を含むマルチリンクフレームＭＦを受信側のデー
タ伝送装置に送信する（ステップＳ５１）。
【００７７】
次に、受信側のデータ伝送装置のメッセージ生成部１１ＣＡは、“ Check-Channel”メッ
セージを生成する。この“ Check-Channel”メッセージには、回線の検査を開始させるこ
とを示すコードが含まれる。そして、メッセージ生成部１１ＣＡは、生成した“ Check-Ch
annel”メッセージを送信側のデータ伝送装置宛に送信させる（ステップＳ５２）。
【００７８】
次に、送信側のデータ伝送装置のメッセージ認識部１１ＣＢは、受信側のデータ伝送装置
から受信したデータの中に“ Check-Channel”メッセージが含まれていることを認識した
場合には、回線検査の対象となる回線の回線番号を回線入出力部１５に通知する。そして
、回線入出力部１５は、通知された回線番号に対応する回線をマルチリンク通信の対象か
ら除外する（ステップＳ５３）。
【００７９】
次に、送信側のデータ伝送装置のマルチリンクフレーム構成部１３Ａは、現時点において
マルチリンク通信用に割り当てられている複数の回線を利用して、映像データや音声デー
タ等を受信側のデータ伝送装置に送信する。これと並行してマルチリンクフレーム構成部
１３Ａは、 H.324 AnnexHで定義されている StuffingModeにより、回線入出力部１５により
除外された回線を利用して所定パターンのデータを受信側のデータ伝送装置に送信し続け
る（ステップＳ５４）。
【００８０】
次に、受信側のデータ伝送装置のメッセージ認識部１１ＣＢは、送信側のデータ伝送装置
から StuffingModeにおける所定パターンのデータを受信した場合には、今回の回線検査の
対象となる回線の回線番号を回線入出力部１５に通知する。そして、回線入出力部１５は
、通知された回線番号に対応する回線をマルチリンク通信の対象から除外する（ステップ
Ｓ５５）。次に、受信側のデータ伝送装置の判定部１４は、マルチリンク通信の対象から
除外された回線を介して受信される所定パターンのデータに誤りがあるか否かを判定する
。この判定の結果、所定パターンのデータが正常であると判定された場合（ステップＳ５
６）に、メッセージ生成部１１ＣＡは、“ Next-Channel”メッセージを生成する。この“
Next-Channel”メッセージには、次に回線検査の対象となる回線の検査を開始させること
を示すコードが含まれる。そして、メッセージ生成部１１ＣＡは、生成した“ Next-Chann
el”メッセージを送信側のデータ伝送装置宛に送信させる（ステップＳ５７）。なお、受
信側のデータ伝送装置の判定部１４により、マルチリンク通信の対象から除外した回線を
介して受信される所定パターンのデータに誤りがあると判定された場合には、第１実施形
態における図５のステップＳ３以降の処理を行う。
【００８１】
次に、送信側のデータ伝送装置のメッセージ認識部１１ＣＢは、受信側のデータ伝送装置
から受信したデータの中に“ Next-Channel”メッセージが含まれていることを認識した場
合には、その旨を示す信号および次に回線検査の対象となる回線の回線番号を回線入出力
部１５に通知する。そして、回線入出力部１５は、前回通知された回線番号に対応する回
線をマルチリンク通信の対象に付加するとともに、今回通知された回線番号に対応する回
線をマルチリンク通信の対象から除外する。すなわち、回線入出力部１５は、回線検査の
対象となる回線を切り替える（ステップＳ５８）。
【００８２】
次に、送信側のデータ伝送装置のマルチリンクフレーム構成部１３Ａは、現時点において
マルチリンク通信用に割り当てられている複数の回線を利用して、映像データや音声デー
タ等を受信側のデータ伝送装置に送信する。これと並行してマルチリンクフレーム構成部
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１３Ａは、回線入出力部１５により除外された回線を利用して、 StuffingModeにおける所
定パターンのデータを受信側のデータ伝送装置に送信し続ける（ステップＳ５９）。
【００８３】
次に、受信側のデータ伝送装置のメッセージ認識部１１ＣＢは、 StuffingModeにおける所
定パターンのデータを受信する回線が切り替えられたことを検知した場合には、今回の回
線検査の対象となる回線の回線番号を回線入出力部１５に通知する。そして、回線入出力
部１５は、前回通知された回線番号に対応する回線をマルチリンク通信の対象に付加する
とともに、今回通知された回線番号に対応する回線をマルチリンク通信の対象から除外す
る。すなわち、回線入出力部１５は、回線検査の対象となる回線を切り替える（ステップ
Ｓ６０）。次に、受信側のデータ伝送装置の判定部１４は、マルチリンク通信の対象から
除外された回線を介して受信される所定パターンのデータに誤りがあるか否かを判定する
。この判定の結果、所定パターンのデータが正常であると判定された場合（ステップＳ６
１）に、メッセージ生成部１１ＣＡは、“ Next-Channel”メッセージを生成し、この生成
した“ Next-Channel”メッセージを送信側のデータ伝送装置宛に送信させる（ステップＳ
６２）。そして、これ以降は、所定パターンのデータに誤りが発見されるまでは、上述し
たステップＳ５８～Ｓ６２までの処理を繰り返し行う。一方、所定パターンのデータに誤
りが発見された場合には、第１実施形態における図５のステップＳ３以降の処理を行う。
【００８４】
なお、上述した第２実施形態では、回線検査を開始する際の契機として、“ Check-Channe
l”メッセージおよび“ Next-Channel”メッセージを送信しているが、回線検査を開始す
る際の契機は、これに限られない。例えば、各回線の接続時間が所定の時間経過するごと
に回線検査を行ってもよいし、各回線の通信量が所定の通信量に到達するごとに回線検査
を行ってもよい。また、受信データの復号化が失敗した場合に当該回線の検査を行っても
よいし、回線が新たに追加された場合に当該回線の検査を行ってもよい。すなわち、所定
の取り決めにしたがって回線検査を開始すればよい。
【００８５】
以上のように、メッセージ送信等の所定の取り決めにしたがって行われる回線ごとの検査
により回線ごとに異常の有無が判定され、この判定結果にしたがって、異常が判明した回
線をマルチリンク通信の対象から除外することができるため、いずれかの回線に異常が発
生した場合でも当該回線以外の回線ではマルチリンク通信を継続して行うことができ、通
信における品質の低下を極力抑えることができる。
【００８６】
【発明の効果】
本発明に係るデータ伝送方法、データ伝送装置およびデータ伝送システムによれば、回線
に障害が発生した場合でも通信における品質の低下を極力抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】各実施形態におけるデータ伝送装置の機能構成図である。
【図２】図１に示すデータ伝送装置のマルチリンクフレーム構成部の機能を説明するため
の図である。
【図３】ヘッダ情報の概念図である。
【図４】図１に示すデータ伝送装置のマルチリンクフレーム復号部の機能を説明するため
の図である。
【図５】第１実施形態におけるデータ伝送装置の動作を示すフローチャートである。
【図６】第１実施形態におけるデータ伝送装置の動作を示すフローチャートである。
【図７】第１実施形態の変形例におけるデータ伝送装置の動作を示すフローチャートであ
る。
【図８】第２実施形態におけるデータ伝送装置の動作を示すフローチャートである。
【図９】従来技術におけるデータ伝送の機能構成図である。
【図１０】図９に示すモバイルマルチリンク部の機能を説明するための図である。
【図１１】従来技術におけるヘッダ情報の概念図である。
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【符号の説明】
１・・・データ伝送装置、１１・・・データ入出力部、１１Ａａ・・・映像符号化部、１
１Ａｂ・・・映像復号部、１１Ｂａ・・・音声符号化部、１１Ｂｂ・・・音声復号部、１
１Ｃ・・・通信制御部、１１ＣＡ・・・メッセージ生成部、１１ＣＢ・・・メッセージ認
識部、１１ＣＣ・・・Ｈ２４５処理部、１１ＣＤ・・・ＳＲＰ処理部、１２Ａ・・・多重
部、１２Ｂ・・・分離部、１３Ａ・・マルチリンクフレーム構成部、１３Ｂ・・マルチリ
ンクフレーム復号部、１４・・・判定部、１５・・・回線入出力部。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】
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